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▶労働災害を防ぐためのポイント！

対 策

5 つのポイント



 

 

令和５年１２月１５日 
 物流・自動車局貨物流通事業課 

 

「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」の提言を公表します。 

 

国土交通省では、本年８月より、「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」

を計３回開催し、「標準的な運賃」及び「標準運送約款」について、見直しに向けて学識

者の皆様を交え、議論を行いました。今般、本検討会の提言を作成・公表いたしましたの

で、お知らせいたします。 

 

 検討会での議論を踏まえ、①①荷荷主主等等へへのの適適正正なな転転嫁嫁、②②多多重重下下請請構構造造のの是是正正等等、 

③③多多様様なな運運賃賃・・料料金金設設定定等等の提言を取りまとめ。 

１． 「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」提言の概要（別添参照） 

①①   荷荷主主等等へへのの適適正正なな転転嫁嫁  

＜＜運運賃賃水水準準のの引引きき上上げげ幅幅をを提提示示＞＞  

○ 運賃表を改定し、平平均均約約８８％％のの運運賃賃引引上上げげ 

  ○ 原価のうちの燃燃料料費費をを 112200円円に変更し、燃燃料料ササーーチチャャーージジもも 112200円円を基準価格に

設定 

 

  ＜＜荷荷待待ちち・・荷荷役役等等のの対対価価ににつついいてて標標準準的的なな水水準準をを提提示示＞＞ 

○ 待機時間料に加え、荷役作業ごとの「「積積込込料料・・取取卸卸料料」」を加算 

  ○ 標準運送約款において、運運送送とと運運送送以以外外のの業業務務をを別別のの章章にに分分離離し、荷荷主主かからら対対価価      

をを収収受受する旨を明記  

   

②②  多多重重下下請請構構造造のの是是正正等等  

  ○ 「「下下請請けけ手手数数料料」」をを設設定定  

  ○ 荷主、運送事業者双方が運賃・料金等を記載した電電子子書書面面をを交交付付することを明記 

  

③③  多多様様なな運運賃賃・・料料金金設設定定等等  

  ○ 共同輸配送等を念頭に、「「個個建建運運賃賃」」をを設設定定 

  ○ リードタイムが短い運送の際の「「速速達達割割増増」」や、有有料料道道路路をを利利用用ししなないいことによ

るドライバーの運転の長時間化を考慮した割割増増を設定 

                                          等 

２． 今後のスケジュール 

検討会における議論や提言を踏まえて、令和６年１月以降、「標準的な運賃」につ

いては運輸審議会への諮問、「標準運送約款」についてはパブリックコメントを経

て、改正。 

 

 
【連絡先】物流・自動車局貨物流通事業課  運﨑 宮屋敷 武藤（内線 41333） 

代表 03-5253-8111 直通 03-5253-8575 

「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」
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「標準的運賃」 及び「標準運送約款」の見直しについて

「標準的運賃」について、以下の見直しを行う。
• 燃料高騰分や高速道路料金なども含めて適正に転嫁で
きるよう、運賃水準の引上げ幅を提示

• 荷待ち・荷役などの輸送以外のサービスの対価について、
標準的な水準を設定

• 下請けに発注する際の手数料の設定 等

併せて、「標準運送約款」について、契約条件の明確化等の
見直しを行う。

令和5年 8月30日 第１回検討会（論点整理）
10月27日 第２回検討会（提言素案の整理）
12月７日 第３回検討会（提言取りまとめ）

⇒令和6年1月以降、運輸審議会への諮問等を経て、
「標準的運賃」 及び 「標準運送約款」 を改正

トラック事業者が自社の適正な運賃を算出し、荷主との運賃交渉に臨むにあたっての参考指標として、
「標準的運賃」 制度を創設（令和2年4月告示）。
実運送事業者に正当な対価が支払われるよう、令和5年中に所要の見直しを図るため、「標準的な運
賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」（※）を設置し、論点整理と方向性について議論を実施。

（※）行政機関（国土交通省、経済産業省、農林水産省等）、学識経験者、荷主団体、物流事業者団体等

「標準的運賃」 の活用状況 見直しの方向性

見直しに向けたスケジュール

6% 9% 11% 20% 20% 15% 9% 4
2
1 4

5% 6% 8% 16% 20% 21% 13% 5% 2

n=1,854

＜「標準的な運賃」と契約額の乖離状況＞
令
和
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10割＝「標準的な運賃」同等 2割
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収受でき
なかった

31％

10％ 8％ 14％

標準的な運賃を
提示している

標準的な運賃を考慮した
自社運賃を提示している

新たな運賃は提示していない
（既存の自社運賃を継続）

希望額を収受できた 一部収受できた 交渉中 その他
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n=4,401

n=3,032

具体的な値上げ額や
値上げ率を提示している

20％

5％

＜標準的な運賃に係る実態調査結果（令和4年度）の概要＞

交渉自体に
応じてもらえなかった

69％

＜標準的運賃に係る実態調査結果（令和４年度）の概要＞

＜「標準的運賃」と契約額の乖離状況＞
＝「標準的運賃」同等

標準的運賃を
提示している

標準的運賃を考慮した
自社運賃を提示している

別別添添

「標準的運賃」 及び「標準運送約款」の見直しのポイント
検討会での議論を踏まえ、①荷主等への適正な転嫁、②多重下請構造の是正等、③多様な運賃・料金
設定等の提言をとりまとめ（令和５年12月15日）

１．荷主等への適正な転嫁

運賃表を改定し、平均約８％の運賃引上げ 【運賃】
運賃表の算定根拠となる原価のうちの燃料費を120円に変更し、
燃料サーチャージも120円を基準価格に設定 【運賃】

現行の待機時間料に加え、公共工事設計労務単価表を参考に、
荷役作業ごとの「積込料・取卸料」を加算 【運賃】

荷待ち・荷役の時間が合計２時間を超えた場合は、割増率５割
を加算 【運賃】
標準運送約款において、運送と運送以外の業務を別の章に分離
し、荷主から対価を収受する旨を明記 【約款】
「有料道路利用料」を個別に明記するとともに、「運送申込書／
引受書」の雛形にも明記 【運賃】【約款】

＜運賃水準の引上げ幅を提示＞

＜荷待ち・荷役等の対価について標準的な水準を提示＞

２．多重下請構造の是正等

「下請け手数料」（運賃の10％を別に収受）を設定 【運賃】
元請運送事業者は、実運送事業者の商号・名称等を荷主に
通知することを明記 【約款】

荷主、運送事業者は、それぞれ運賃・料金等を記載した電子書面
（運送申込書／引受書）を交付することを明記 【約款】

＜「下請け手数料」（利用運送手数料）の設定等＞

＜契約条件の明確化＞

３．多様な運賃・料金設定等

＜その他＞
現行の冷蔵・冷凍車に加え、海上コンテナ輸送車、ダンプ車等
５車種の特殊車両割増を追加 【運賃】

中止手数料の請求開始可能時期、金額を見直し 【約款】

運賃・料金等の店頭掲示事項について、インターネットによる
公表を可能とする 【約款】

＜「個建運賃」の設定等＞
共同輸配送等を念頭に、「個建運賃」を設定 【運賃】

リードタイムが短い運送の際の「速達割増」（逆にリードタイムを長く設定
した場合の割引）や、有料道路を利用しないことによるドライバーの
運転の長時間化を考慮した割増を設定 【運賃】

2,180円

荷主A＋荷主B

荷主A

荷主B

１両＝

１個＝１両＝

待機時間料

積込料・取卸料

1,760円

機械荷役の場合
手荷役の場合

※金額はいずれも中型車（４tクラス）
の場合の30分あたり単価2,100円

の提言を公表します。
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令和６年１月２６日 

物 流 ・ 自 動 車 局 

貨 物 流 通 事 業 課 

 

トトララッッククＧＧメメンンにによよるる  
「「集集中中監監視視月月間間」」（（令令和和５５年年 1111月月・・1122月月））のの取取組組結結果果  
――  貨貨物物自自動動車車運運送送事事業業法法にに基基づづくく初初のの「「勧勧告告」」をを実実施施  ――  

  

 国土交通省では、令和５年 11 月・12 月をトトララッックク GG メメンンにによよるる「「集集中中監監視視月月間間」」と位置づけ、適正な

取引を阻害する疑いのある悪質な荷主や元請事業者に対する監視を抜本強化し、116644 件件のの「「要要請請」」

と 4477件件のの「「働働ききかかけけ」」を実施しました。(別紙１参照) 
 加えて、過去に「要請」を受けたにもかかわらず、依然として違反原因行為をしている疑いのある荷
主等に対し、初初めめてて２２件件のの「「勧勧告告」」を実施しました。（別紙２参照） 

 「「集集中中監監視視月月間間」」終終了了後後もも、、悪悪質質なな荷荷主主等等へへのの監監視視をを徹徹底底するとともに、今今般般「「勧勧告告」」「「要要請請」」等等のの対対
象象ととななっったた荷荷主主等等については、トラック G メンによるフォローアップを継続し、改改善善がが図図らられれなないい場場合合

はは更更ななるる法法的的措措置置のの実実施施もも含含めめ、、厳厳正正にに対対処処します。 

 

○ トトララッックク事事業業者者へへのの全全数数調調査査や、トトララッックク GG メメンンにによよるる関関係係省省庁庁とと連連携携ししたたヒヒアアリリンンググ等により入手し

た情報に基づき、悪質な荷主や元請事業者等に対し、116644 件件のの「「要要請請」」（（荷荷主主 8822 件件・・元元請請事事業業者者 7777

件件・・そそのの他他５５件件））及び 4477件件のの「「働働ききかかけけ」」（（荷荷主主 2266件件・・元元請請事事業業者者 1199件件・・そそのの他他２２件件））を実施し、違反

原因行為の早急な是正を促しました。「「要要請請」」等等のの月月当当たたりりのの平平均均実実施施件件数数はは、、110066..55 件件（うち「要請」

82 件、「働きかけ」23.5 件）となり、トトララッックク GG メメンン発発足足前前のの 11..88 件件かからら大大幅幅にに増増加加しています（別紙１

参照）。 

 

○ さらに、既に「要請」を実施した荷主等のうち、依依然然ととししてて違違反反原原因因行行為為にに係係るる情情報報がが相相当当数数寄寄せせらら
れれたた者者（（荷荷主主１１社社、、元元請請事事業業者者１１社社））については、当該荷主等が、要要請請後後ももななおお違違反反原原因因行行為為ををししてて

いいるるここととをを疑疑ううにに足足りりるる相相当当なな理理由由ががああるると認め、当該荷主等に対し、違反原因行為をしないよう「「勧勧

告告」」し、その旨を「「公公表表」」しました（別紙２参照）。 

 

○ なお、今回「勧告」「要請」等の対象となった荷主等に対しては、違違反反原原因因行行為為のの早早急急なな是是正正を促すと
ともに、改改善善計計画画のの提提出出を指示しました。今後の取組状況等については、トトララッックク GG メメンンにによよるるヒヒアアリリ

ンンググやや現現地地訪訪問問等等をを通通じじててフフォォロローーアアッッププを行い、「「要要請請」」後後ももななおお改改善善がが図図らられれずず、、違違反反原原因因行行為為をを

ししてていいるるここととをを疑疑ううにに足足りりるる相相当当なな理理由由ががああるるとと認認めめるるととききは、当該荷主等に対し、「「勧勧告告・・公公表表」」をを含含

むむ厳厳正正なな対対応応を実施してまいります。 

 

  

 

【問い合わせ先】物流・自動車局貨物流通事業課 

トラック荷主特別対策室 溝江、渋谷、松倉 

代表 03-5253-8111（内線 41353、41334） 

直通 03-5253-8575 

今般「働きかけ」「要請」「勧告」の対象となった荷主等についてはフォローアップを継続し、改善が図られない場合は
更なる法的措置の実施も含め厳正に対処。

（別紙1）トラックＧメンによる「集中監視月間」（令和５年11月・12月）の取組結果

「物流革新に向けた政策パッケージ」（令和5年6月）に基づき、全国162名体制の 「トラックＧメン」 を設置（令和5年7月）。
関係省庁と連携して、悪質な荷主・元請事業者に対し、貨物自動車運送事業法に基づく「働きかけ」や「要請」を
実施。

令和５年11月・12月を「集中監視月間」と位置づけて取組を強化し、過去に要請を受けたにもかかわらず、依然と
して違反原因行為をしている疑いのある荷主等に対し、初めての「勧告」（2件）を実施（令和6年1月26日）したほか、
「働きかけ」「要請」による是正指導を徹底。

トラックGメンの活動実績

＜月当たりの「働きかけ」「要請」「勧告」平均実施件数＞

1.8件/月
（うち要請0.08件）

57件/月
（うち要請2件）

106.5件/月

うち要請82件、
勧告 1件

R1.7～R5.7.20 R5.7.21～R5.10 R5.11～R5.12
【集中監視月間】

主な違反原因行為

勧告：
要請：
働きかけ：

集中監視月間における実績

長時間の荷待ち（62％）
運賃・料金の不当な据置き（14％）
契約になかった附帯業務（13％）
無理な運送依頼（7％）
過積載運行の要求（3％）
異常気象時の運行指示（1％）

「集中監視月間」の取組

2件【初】（荷主1、元請1件）

164件（荷主82、元請77、その他5）

47件（荷主26、元請19、その他2）

⇒ 計213件の法的措置を実施

トラックGメン設置
（R5.7.21）

トラックＧメンによる「集中監視月間」（令和５年11月・12月）の取組結果
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労労務務管管理理ののアアドドババイイスス
受受けけててみみまませせんんかか？？

個個別別訪訪問問 利利用用申申込込書書

事業場名

（支店、営業所等の名称まで記入して下さい）

代表者職氏名 記入担当者

所在地・電話
電話(     ) － ／ FAX( ) －

訪問希望日
第1希望 月 日 (午前希望/午後希望/どちらでも調整可能）

第2希望 月 日 (午前希望/午後希望/どちらでも調整可能)

お悩み事など

※相談時間帯は、月曜日から金曜日の10時～15時頃の間で1時間程度とさせていただいて
おります。

※「労働時間管理適正化指導員」とは、主に長時間労働対策に関する助言・指導等を行う
非常勤の国家公務員です。事業場の労務管理に関するご相談に応じます。

申申込込先先：：奈奈良良労労働働局局労労働働基基準準部部監監督督課課

下記に一つでもお心当たりのある事業主の皆様、ぜひお申し込みください!!

■■ 労働時間の上限規制について詳しく知りたい

■ 改善基準告示の改正内容をいち早く知りたい

■■ 一部の従業員が年次有給休暇を年に５日以上取れてない

■■ その他、労務管理でお悩みの方

無無料料でで!!

自動車運転の業務について、これまで適用猶予されていた時間外労働の
上限規制が、令和６年４月１日から適用されます。それに伴い、改善基準
告示も令和４年12月に改正、令和６年４月に適用が開始され、今後ますま
す労務管理が重要となっていきます。
奈良労働局では、労務管理についてのお悩みを解消するため、社会保険

労務士である労働時間管理適正化指導員を無料で派遣いたします。
下記に必要事項をご記入の上、メール等にてお申し込みください。折り

返し担当よりご連絡いたします。

EE--mmaaiill：：kkaannttookkuukkaa--nnaarraakkyyookkuu＠＠mmhhllww..ggoo..jjpp
TTEELL：：００７７４４２２－－３３２２－－００２２００４４
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